
⼀般社団法⼈��Hz定款

第１章 総則

（名称）

第１条 当法⼈は、⼀般社団法⼈��Hzと称する。

（主たる事務所）

第２条 当法⼈は、主たる事務所を京都府京都市に置く。

（⽬的）

第３条 当法⼈は、⽇本全国の中⾼⽣が、海外⼤学進学を含めたグローバルな進路

選択に挑戦することのできるコミュニティ構築を軸に、教育機会をより⾃由に、

ボーダレスに、エキサイティングにすることを主たる⽬的とする。

（事業）

第４条

当法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。

(１) 海外⼤学進学に関⼼を持つ中⾼⽣‧海外⼤学⽣のコミュニティ構築

(２) 海外⼤学進学を切り⼝に中⾼⽣のグローバルな進路探求を⽀援する伴⾛事業

(３) グローバルな進路選択について広め‧教育するためのメディア事業

(４) グローバルな進路選択について広め‧教育するためのイベント事業

(５) その他、⽬的達成のために必要となる教育‧学びを中⼼とする事業

（公告の⽅法）

第５条 当法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。

第２章 社員

(⼊社)

第6条当法⼈の⽬的に賛同し、⼊社した者を社員とする。

2社員となるには、当法⼈が定めた様式による申込みをし、代表理事の承認を得る

ものとする。

(退社)



第7条社員は、希望する際にいつでも退社することができる。ただし、退社の申出

は、1ヶ⽉以上前に代表理事に対して予告するものとするが、やむを得ない事由が

あるときは、いつでも退社することができる。

(社員の資格喪失)

第8条社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき

(2)死亡し、若しくは失踪宣⾔を受け、⼜は解散したとき

(3)1年以上会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

(5)総社員の同意があったとき

(除名)

第9条当法⼈の社員が、当法⼈の名誉を毀損し、若しくは当法⼈の⽬的に反する⾏

為をしたとき、⼜は社員としての義務に違反したとき等正当な理由があるときは、

⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般法⼈法」という。)第49条

第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。この場合

は、除名した社員にその旨を通知することを要する。

第3章社員総会

(開催)

第10条当法⼈の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会

は、毎事業年度の終了後3ヶ⽉以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催す

る。

(招集)

第11条社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2社員総会の招集通知は、会⽇より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の⽅法)

第12条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の

過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって⾏う。

(議決権)

第13条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。



(議決権の代理⾏使及び書⾯⼜は電磁的⽅法による議決権⾏使)

第14条総会に出席できない社員は議決権の⾏使を委任することができる。

2総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書⾯⼜は電磁

的⽅法により議決権を⾏使することができる。

3前2項の場合において、議決権の⾏使を委任した者⼜は書⾯もしくは電磁的⽅法を

もって議決権を⾏使した者は総会に出席したものとみなす。

(議⻑)

第15条社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるとき

は、当該社員総会において議⻑を選出する。

(議事録)

第16条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第4章役員

(役員)

第17条

当法⼈に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上

2理事のうち1名を代表理事とする。ただし、必要があるときは、代表理事を2名選

出できる。

(理事の資格)

第18条理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があ

るときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2各理事について、当該理事及びその配偶者⼜は3親等内の親族(政令で定める者を

含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を越えてはならない。

3他の同⼀の団体(公益法⼈等を除く。)の理事⼜は使⽤⼈である者その他これに準ず

る相互に密接な関係のあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の

総数の3分の1を越えてはならない。



4公益法⼈が公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事

実があった⽇以前1年内に当該法⼈の業務を⾏う理事であった者でその取消しの⽇か

ら5年を経過しないものは、当法⼈の理事となることができない。

(理事の選任の⽅法)

第19条当法⼈の理事の選任は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、社

員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって⾏う。

(代表理事)

第20条代表理事は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事は、当法⼈を代表し、当法⼈の業務を統轄する。

(理事の任期)

第21条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

2任期の満了前に退任した理事の補⽋として選任された理事の任期は、前任者の任

期の残存期間と同⼀とする。

3理事は、第17条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事としての職務を⾏

う権利義務を有する。

(解任)

第22条理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第23条理事の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当法⼈から受け取る財産上

の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章計算

(事業年度)

第24条当法⼈の事業年度は、毎年3⽉1⽇から翌年2⽉末⽇までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第25条当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の

書類を作成し、定時社員総会に提出しなければならない。

(1)事業報告



(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書

類については、承認を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及

び社員名簿を主たる事務所に備え置き、⼀般の閲覧に供するものとする。

(剰余⾦の⾮分配)

第26条この法⼈は剰余⾦の分配は⾏わない。

第6章定款の変更及び解散

(定款の変更)

第27条本定款は⼀般法⼈法第49条第2項に定める社員総会の決議をもって変更する

ことができる。

第28条当法⼈は、次の事由によって解散する。

(1)⼀般法⼈法第49条第2項に定める社員総会の決議

(2)社員が⽋けたこと。

(3)合併(合併により当法⼈が消滅する場合に限る。)

(4)破産⼿続き開始の決定

(5)その他法令で定める事由

(残余財産の処分)

第29条この法⼈が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議

により、国、地⽅公共団体もしくは公益社団法⼈、公益財団法⼈⼜は公益社団法⼈

及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法⼈に贈与するもの

とする。

第7章附則



(最初の事業年度)

第30条当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈成⽴の⽇から令和7年2⽉28⽇までとす

る。

(設⽴時の役員)

第31条当法⼈の設⽴時理事及び設⽴時代表理事は、次のとおりとする。

設⽴時理事及び設⽴時代表理事梅澤凌我

設⽴時理事黒岩芽⽣

設⽴時理事⼩島輝

設⽴時理事冨⽥真源

設⽴時理事⾕津凜勇

(設⽴時社員の⽒名及び住所)

第32条当法⼈の設⽴時社員の⽒名及び住所は、次のとおりである。

京都府

設⽴時社員梅澤凌我

京都府

設⽴時社員⼩島輝

⼤阪府

設⽴時社員冨⽥真源

(法令の準拠)

第33条この定款に定めのない事項は、すべて⼀般法⼈法その他の法令によるものと

する。



以上、⼀般社団法⼈��Hz設⽴のためこの定款を作成し、設⽴時社員が次に記名押印

する。

令和6年2⽉7⽇

 設⽴時社員 梅澤凌我   印

 設⽴時社員 ⼩島輝    印

 設⽴時社員 冨⽥真源   印


